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ハイライト

• 開示イニシアチブ
－開示原則

ディスカッション・
ペーパー

• IFRS第13号
「公正価値測定」
適用後レビュー:
情報要請

• IFRS第8号
「事業セグメント」の
改善案

• その他のIFRS関連
ニュース

IFRS第17号
「保険契約」

◆ 保険料配分アプローチ ◆ ビルディング・
ブロック・アプローチ

◆ 変動手数料アプローチ

IASBは、5月18日に、長年取り組んできた保険契約プロジェクトを完了し、IFRS第17号を公表しまし
た。多様な実務慣行を許容する既存のIFRS第4号を置き換え、すべての保険契約に整合的な会計
処理を求めています。発効日は、2021年1月1日以後開始する事業年度です。

 計算仮定を変動させ、各報告期間に、保険契約を再測定することを要求している。
 3つの測定方法を定めており、その中で、ビルディング・ブロックを既定の測定方法としている。

残存カバーに係る負債に
認められる簡便的な測定方法 既定の測定方法

直接有配当契約にのみ適用
される限定的な測定方法

強制強制任意

将来キャッシュ・フロー

貨幣の時間価値

非財務リスクに係るリスク調整

契約サービス・マージン

項 目

未稼得の利益（損失は、純損益に即時認識する）

不確実性に対する対価

負債の性質を反映するために、「トップダウン」 *1

もしくは「ボトムアップ」 *1 により算出された
割引率（将来キャッシュ・フローを割り引く）

明示的で偏りのない確率で加重した将来
キャッシュ・フロー

特 徴

測定モデルの概要

*1 トップダウンは、ポートフォリオ利回りを始点とし、ボトムアップは、無リスク・レートを始点として算定する割引率



日付 主体 2017年4月～6月の主なニュース

4月21日 IASB 公開草案「負の補償を伴う期限前償還要素」（IFRS第9号「金融商品」の修正案）を公表 *2017年4月号Vol.37で紹介

4月28日 SEC IFRSタクソノミのFAQを公表

5月15日 IFRS財団 世界銀行とMoU（覚書）を締結

5月18日 IASB IFRS第17号「保険契約」を公表（表紙）

5月25日 IASB IFRS第13号「公正価値測定」適用後レビューの情報要請を公表（02ページ）

5月25日
FASF/

IFRS財団
FASFとIFRS財団の評議員会がグローバルな基準に向けての共有された責務を再確認

6月 1日 IFRS財団 IFRS財団評議員4名の再任を公表（佐藤隆文氏を含む）

6月 7日 IASB IFRIC第23号「法人所得税務処理に関する不確実性」を公表（04ページA）

6月12日 ASBJ

のれんおよび減損に関するペーパーをASAF会議に提出（04ページB）

• リサーチ・ペーパー第3号「のれんを巡る財務情報に関するアナリストの見解」
• アジェンダ・ペーパー『「too little, too late」の問題への対処として考えられるアプローチ』

6月20日 IASB IAS第16号の修正案「意図した稼働前の収入」を公表（04ページC）

6月20日 ASBJ 修正国際基準公開草案第4号「修正国際基準の改正案」を公表（04ページD）

What’s New

◆ 組織名等の略称： 企業会計基準委員会（ASBJ) 、公益財団法人財務会計基準機構（FASF) 、国際会計基準審議会（IASB）、 米国証券取引委員会（SEC）
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IASBは、2017年3月30日に、ディ
スカッション・ペーパー「開示に関
する取組み（開示イニシアチブ）-
開示原則」を公表しました。開示原
則は、IASBによる開示イニシアチブ
のプロジェクトの1つであり（右の上
段「開示イニシアチブ」参照） 、本
ディスカッション・ペーパー(DP）は、
財務諸表の開示をより効果的なも
のにするための原則を提案するも
のです。

IASBは、アウトリーチを通じて認
識した開示に関する課題を解決す
るための対応案を示し（右の「開示
原則DPの主な内容」参照） 、フィー
ドバックを求めています。

本ディスカッション・ペーパーは、
最終的に、IAS第1号「財務諸表の
表示」の修正、または、新しい開示
の基準の作成につながる可能性が
あります。

コメント期限は10月2日です。

開示イニシアチブ
－開示原則
ディスカッション・
ペーパー

開示イニシアチブ

IAS第1号
「財務諸表の
表示」の修正

（プロジェクト完了）

IAS第7号
「キャッシュ・フロー
計算書」の修正
（プロジェクト完了）

重要性
実務記述書

（2017. 9公表予定）

重要性の定義

（2017. 9公表予定）

開示原則DP

* リサーチ・プロジェクト

基準レベルの
開示レビュー

* リサーチ・プロジェクト

財務活動に係る
負債の変動に関す

る開示を要求

判断の行使に
関する障害を除去

重要性の導入に関するプロジェクト

効果的な
コミュニケーションの原則

開示場所に関する原則

利用者が表明した開示の
懸念に対処するための原則

開示目的および開示の
要求事項の改善

財務諸表で、より効果的にコミュニケーションするための
原則の検討

• 基本財務諸表と注記の役割に関する検討
• 財務諸表外でのIFRS準拠情報の開示に関する検討
• 財務諸表内での非IFRS情報の開示に関する検討

• 業績指標の使用 *1 に関する検討
• 会計方針の開示の改善に関する検討

*1  IASBは別のリサーチ・プロジェクト「基本財務諸表」でも業績指標に
ついて検討しており、本DPでは「通例でないまたは発生が稀な項目の
表示」と「EBITおよびEBITDAの使用」について意見を募集しています。

• 統一的な開示目的の開発に関する検討
• 開示目的や開示の要求事項の文案作成アプローチ

開示原則ＤＰの主な内容

企業固有／明確で簡潔／関連情報へのリンク付け
／重要事項がハイライトされる体系／比較可能性／
不必要な重複の回避／適切なフォーマットの使用
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IFRS第13号
「公正価値測定」
適用後レビュー：
情報要請

IASBは、2017年5月25日に、IFRS
第13号「公正価値測定」の適用後
レビュー（PIR）の一環として、情報
要請（RFI）を公表しました。PIRは、
2つのフェーズから構成されていま
す。第１フェーズでは、PIRの適用
範囲が検討され、右表の論点に焦
点をあてて評価することが決定され
ています。本RFIは、PIRの第２
フェーズの最初の取組みであり、
PIRの対象とされたこれらの論点に
関する情報を求めています。

本RFIで集められた情報は、IASB
の他の活動で得られた情報（学術
文献レビューなど）とともに、レポー
トおよびフィードバック・ステートメン
トとして公表される予定です。

コメント期限は9月22日です。

生物資産および相場価格のない資本性金融商品の公正価値測定に関して、教育マテリアルなどの追加的な
ガイダンスが必要かどうかについても検討。

2017年現在
基準の適用後レビュー

「情報要請」の論点

1
公正価値測定
に関する開示

公正価値測定の開示
（特にレベル3の公正価
値測定）の有用性につ
いて、利用者と作成者
の観点をより深く理解す
る。

2
子会社、共同支配

企業および
関連会社に関する
相場価格のある
投資の公正価値

測定の情報

「レベル１インプット」もし
くは「会計単位」のいず
れを優先するかに関し
て、適用の範囲、影響、
現行実務について評価
する。

4
公正価値測定

における
判断の適用

特定の分野に判断を適
用する場合の課題を評
価する。さらなるサポー
トが有用かどうかを評価
する。

3
非金融資産の
公正価値測定

における
「最有効使用」の

概念の適用

「最有効使用」の概念を
適用する場合の課題を
理解する。この概念の
普及について評価し、
さらなるサポートが有用
かどうかを評価する。

2013年1月
基準の発効

目的 目的目的目的

2011年5月
基準の公表
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IFRS第8号
「事業セグメント」
の改善案

IASBは、2017年3月29日に、
公開草案「IFRS第8号の改善」
（IFRS第8号及びIAS第34号）
を公表しました。これは、IFRS
第8号「事業セグメント」の適用
後レビュー（PIR）を受けて、基
準の修正を提案するもので
す。

PIRでは、IFRS第8号が概し
て期待どおりに機能しているこ
とが確認されましたが、一方で
改善すべき分野も識別されま
した。検討の結果、右記の分
野について基準を修正するこ
とが提案されています。また、
関連して、報告セグメントを変
更した場合の期中財務報告の
開示の要求事項を見直すIAS
第34号「期中財務報告」の修
正も提案されています。

コメント期限は、7月31日です。

• CODMは、営業上の意思決定、および事業セグメントへの資源配分や業績評価に関する
意思決定を行う機能であることを明確化

• CODMは、個人の場合もあれば組織体の場合もあることを明確化

• CODMのタイトル、CODMである個人または組織体の役割の説明を要求

最高意思決定者（CODM)の役割の明確化と開示

• 財務諸表上のIFRS第8号に基づく記載と、財務諸表外のアニュアル・レポーティングパッケージ
上に記載の不整合がある場合に、その理由などの説明を要求

＊「アニュアル・レポーティング（年次財務報告書）パッケージ」の定義を基準に加えることも提案されています。

不整合な記載に関する開示要請

• 集約の要件である「経済的特徴が類似している」場合の例示を追加
＊類似する財務業績を示すことが多い指標の例として、「長期収益成長率」と「長期資産利益率」を、
これまで示された長期平均総利益率に追加して記載しています。

セグメントの集約要件の明確化

• CODMにレビューされていない情報や定期的に提供されていない情報であっても、
IFRS第8号のコアとなる原則に準拠するために必要であれば、追加で開示できることを明確化

• 重要な調整項目は十分な詳細さで提供しなければならないことを明確化

開示に関する明確化

• 報告セグメントの構成を変更した場合、変更後の最初の期中財務報告書において、
前年度および当年度に関するすべての期中報告期間のセグメント情報を修正再表示するよう
要求

セグメントを変更した場合の期中財務報告の取扱い
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4月からの3カ月間のIFRSに関連
するその他のニュースを紹介し
ます。

さらに直近のニュースをご覧にな
りたい場合は、PwCのInformウェブ
サイト（下記）をご利用ください。

A. IASBが、 IFRIC第23号「法人所得税務処理に関する
不確実性」 を公表（6月7日）

本解釈指針は、法人所得税の処理に不確実性がある場
合に、IAS第12号「法人所得税」の認識と測定の要求事項を
どのように適用するか、次の項目を明確にしています。

• 不確実な税務処理を別個に考慮すべきかどうか

• 税務当局の調査を企業はどのように仮定すべきか

• 課税所得、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税
額控除、税率をどのように決定するか

• 企業は事実や状況の変化をどのように考慮するか

B. ASBJが、のれんおよび減損に関する2つのペーパーを
ASAF会議に提出（6月12日）

ASBJは、2017年7月の会計基準アドバイザリー・フォーラ
ム（ASAF）会議に以下 2つのペーパーを提出し、ASAFのメ
ンバーと議論しました。

① リサーチ・ペーパー第3号「のれんを巡る財務情報に関
するアナリストの見解」

② アジェンダ・ペーパー『「too little, too late」の問題への
対処として考えられるアプローチ』

①は、日本のアナリストにのれんおよび減損について実施し
たインタビューの結果をまとめたものです。

②では、のれんおよび減損に関するASBJの見解および提
案として、概ね次の内容を示しています。

• 償却および減損モデルを支持していることを表明

• 現行の「減損のみのモデル」と「償却および減損モデル」
を会計方針として選択適用するアプローチを提案

• 償却期間を決定する方法として、「将来の正味キャッ
シュ・インフローが企業結合により増加すると見込まれる
期間に関する経営者の見積りに基づいてのれんを償却
する方法」を原則とすることを提案

C. IASBが、IAS第16号「有形固定資産」の修正案「意図し
た稼働前の収入」を公表（6月20日）

有形固定資産を設置後、経営者の意図した方法での稼
働が可能となるまでの期間において、当該資産を試運転し
た際に製造された物を販売した場合に、その販売収入を、
資産の取得原価から控除することを禁じ、純損益に認識す
ることを提案しています。

コメント期限は10月19日です。

D. ASBJが、修正国際基準公開草案第4号「修正国際基準
の改正案」を公表（6月20日）

本公開草案は、2015年7月に公表された修正国際基準
（JMIS）について、その後継続して進められているエンドース
メント手続の結果として公表された、JMISに関する4つ目の
公開草案です。

本公開草案は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収
益」とこれに関連する改正会計基準、および2016年10月1日
以後2016年12月31日までにIASBが公表した会計基準等の
うち2017年12月31日までに発効するものを対象にASBJで実
施されたエンドースメント手続を経て、公表されました。

今回エンドースメント手続の対象となっている会計基準等
について、「削除又は修正」を行うべき項目はないとの提案
がなされています。

コメント期限は8月21日です。

その他の
IFRS関連ニュース

Inform
https://inform.pwc.com/



How PwC can help IFRSの基準書や総合的な情報は

Inform

全面的な IFRSコンバー
ジョン支援から、特定領域
のみのアドバイザリーまで
幅広くご支援します。

経営情報の比較可能性
向上と業務効率化のた
め、勘定科目の整備と会
計マニュアルの作成をご
支援します。

決算早期化の阻害要因
を解決し、マネジメントサ
イクルの統一をご支援し
ます。

IFRS導入支援
グローバル勘定科目

統一支援
決算期統一・

決算早期化支援

アドバイスから、リソースの
提供、アウトソーシングま
で、クライアントの体制と
ニーズに適した関与形態
でご支援します。

内部監査支援

M&Aなどの取引実行前段
階から実行後段階まで、
すべての場面で会計アド
バイスを提供します。

企業買収・再編関連
会計アドバイザリー

複雑な会計領域につい
て、戦略的な会計処理を
ご提案します。

複雑な会計領域
のアドバイス

日本企業をとりまく状況
グローバル化の進展・加速

海外子会社とのコミュニケーション/協働体制を推進する必要性

グローバル経営管理体制の強化/再構築の必要性

クライアントのニーズに
合致したカスタマイズした
研修を提供して、経理人
材の育成を支援します。

経理人材育成
の研修支援

海外進出に当り、現地調
査から設立手続きまで総
合的に支援します。

海外進出の
総合支援

ＰｗＣがお手伝い
できること
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